


○容器保安規則の機能性基準の運用について（20180323保局第10号） 新旧対照表

（改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ

を加える。）

改正後 改正前

容器保安規則の機能性基準の運用について 容器保安規則の機能性基準の運用について

制定 ２０１８０３２３保局第１０号 平成３０年 ３月３０日 制定 ２０１８０３２３保局第１０号 平成３０年 ３月３０日

改正 ２０１８１１０５保局第 ２号 平成３０年１１月１４日

別表第２（詳細基準の例示） 別表第２（詳細基準の例示）

項 機能性基準 例示基準 項 機能性基準 例示基準

１ 別表第１第１項から第３項 ［略］ １ 別表第１第１項から第３項 ［略］

まで及び第１０項に掲げる 高圧ガス保安協会基準０１２１「アルミニウム合金ライナ まで及び第１０項に掲げる 高圧ガス保安協会基準０１２１「アルミニウム合金ライナ

もの ー・炭素繊維製一般複合容器の技術基準（２０１６）」 もの ー・炭素繊維製一般複合容器の技術基準（２００５）」

［略］ ［略］

日本産業ガス協会基準「圧縮水素運送自動車用容器の技術 ［新設］

基準（ＪＩＧＡ－Ｔ－Ｓ／１２／０４）」

注 第３条第１項第１号に規定するＴＨ３容器のライナ

ーの耐圧部分の材料はアルミニウム合金に限ることと

し、また、同号に規定するＴＨ４容器のボスの耐圧部

分の材料は、ステンレス鋼にあっては規格材料の引張

試験又は材料証明書における絞りが７５％以上であっ

て、かつ、ニッケル当量が２８．５以上であるものに

限る。

［略］ ［略］

日本ＬＰガス団体協議会技術基準Ｓ高－００３「液化石油 日本ＬＰガス団体協議会技術基準Ｓ高－００３「液化石油

ガス用プラスチックライナー製一般複合容器の技術基準（ ガス用プラスチックライナー製一般複合容器の技術基準（

２０１８）」 ２０１４）」

２ ［略］ ［略］ ２ ［略］ ［略］

３ 別表第１第６項に掲げるも 高圧ガス保安協会基準０１８０「溶接容器溶接補修基準（ ３ 別表第１第６項に掲げるも 高圧ガス保安協会基準０１８０「溶接容器溶接補修基準（

の ２０１７）」 の ２００８）」
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４ ［略］ ［略］ ４ ［略］ ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

備考 表中の［ ］の記載は注記である。


